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(57)【要約】
【課題】炊飯器の内釜における塗装はがれを炊飯器自身
により検知した上で、使用者に内釜の内表面の塗装状態
が劣化していることを報知し、内釜の使用停止及び交換
を促す。
【解決手段】本体１の中には、内装固着された内釜カバ
ー２が設けられ、この内釜カバー２の外壁部に電磁誘導
加熱用の加熱コイル３が設けられており、内釜５は、内
釜カバー２に着脱自在に内装されており、非接触温度セ
ンサ１３は、外蓋９に設けられており、内釜５内に調理
物がある場合にはその調理物の表面温度を検知し、内釜
５内に調理物がない場合には内釜５の内表面温度を検知
する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品が収容される内釜と、
　前記内釜が収容される開口部が設けられた本体と、
　前記本体の開口部を開閉自在に覆う蓋と、
　加熱処理の設定や運転の入切を操作する操作手段と、
　調理状態や受付操作内容を報知する報知手段と、
　前記内釜を加熱する加熱手段と、
　前記報知手段及び前記加熱手段を制御する制御手段と、
　前記蓋に取り付けられ、前記内釜の内表面の温度を検知する非接触型の温度検知手段と
を備え、
　前記制御手段は、前記内釜に食品が収容されていない状態で前記加熱手段を動作させた
状態において、前記非接触型の温度検知手段による前記内釜の内表面の検知温度が、予め
設定された正常温度領域から外れる場合には製品異常と判定し、
　前記報知手段は、その判定の結果を報知する
　ことを特徴とする炊飯器。
【請求項２】
　前記内釜は、金属基材にフッ素を含有した塗料が塗装される構成とし、
　前記制御手段は、前記非接触型の温度検知手段による前記内釜の内表面の検知温度が、
前記正常温度領域を下回る場合には塗装はがれと判定し、
　前記報知手段は、その塗装はがれを報知する
　ことを特徴とする請求項１記載の炊飯器。
【請求項３】
　前記正常温度領域の設定方法によって特徴付けられる複数の温度検査モードを有し、
　前記制御手段は、前記操作手段からの操作信号に基づいて、その複数の温度検査モード
からどの温度検査モードを実行させるかを予め選択することが可能である
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の炊飯器。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記選択された温度検査モードを、一定期間ごとに自動的に実行する
　ことを特徴とする請求項３記載の炊飯器。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記選択された温度検査モードを、前記操作手段からの操作信号に基
づいて実行する
　ことを特徴とする請求項３記載の炊飯器。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記操作手段からの操作信号に基づいて、非接触型の温度検知手段を
介して前記内釜の内表面の温度を取得し、その検知温度に基づき、前記正常温度領域を再
設定する
　ことを特徴とする請求項３～請求項５のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項７】
　前記複数の温度検査モードは、前記制御手段によって再設定された前記正常温度領域が
用いられる温度検査モードを含む
　ことを特徴とする請求項６記載の炊飯器。
【請求項８】
　前記内釜に接触して設けられ内釜の温度を検知する内釜温度検知手段を備え、
　前記複数の温度検査モードは、前記内釜温度検知手段による検知温度が前記正常温度領
域とされる温度検査モードを含む
　ことを特徴とする請求項３～請求項７のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項９】
　製品出荷前から前記正常温度領域を規定するデータが格納されているメモリを備え、
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　前記複数の温度検査モードは、前記メモリに格納されているデータが前記正常温度領域
とされる温度検査モードを含む
　ことを特徴とする請求項３～請求項８のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１０】
　前記非接触型の温度検知手段は、複数の検知素子を有し、複数の領域をそれぞれ温度検
知する
　ことを特徴とする請求項１～請求項９のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１１】
　前記非接触型の温度検知手段が取り付けられた可動手段を備え、
　前記可動手段は、前記非接触型の温度検知手段の検知領域を変更可能とする
　ことを特徴とする請求項１～請求項１０のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１２】
　前記内釜を回転させる内釜回転手段を備え、
　前記非接触型の温度検知手段は、回転している状態の前記内釜の内表面の温度を検知す
ることにより、前記内釜の内表面の略全域の温度を検知する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記非接触型の温度検知手段により検知した前記内釜の内表面の検知
温度に基づいて前記内釜の内表面について異常の判定をした場合に、前記内釜の回転位置
情報を取得して、その内表面の異常箇所を特定し、
　前記報知手段は、前記内釜の異常箇所を報知する
　ことを特徴とする請求項１２記載の炊飯器。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記非接触型の温度検知手段により検知した前記内釜の内表面の検知
温度に基づいて前記内釜の内表面について異常の判定をした場合に、前記内釜の回転位置
情報を取得して、その内表面の異常箇所を特定し、
　前記内釜回転手段は、前記内釜の異常箇所が前記使用者の正面になる位置に前記内釜を
停止させる
　ことを特徴とする請求項１２記載の炊飯器。
【請求項１５】
　前記加熱手段は、前記内釜の外周に設けられた、前記内釜を誘導加熱する加熱コイルで
あり、
　前記加熱コイルによる加熱中又は加熱後の前記内釜の内表面温度が前記非接触型の温度
検知手段により検知される内釜加熱モードを有する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１４のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１６】
　前記加熱手段は、前記蓋に設けられた、前記内釜を加熱する蓋ヒータであり、
　前記蓋ヒータによる加熱中又は加熱後の前記内釜の内表面温度が前記非接触型の温度検
知手段により検知される内釜加熱モードを有する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１４のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１７】
　前記加熱手段は、前記内釜の外周に設けられた、前記内釜を加熱する胴ヒータであり、
　前記胴ヒータによる加熱中又は加熱後の前記内釜の内表面温度が前記非接触型の温度検
知手段により検知される内釜加熱モードを有する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１４のいずれかに記載の炊飯器。
【請求項１８】
　前記非接触型の温度検知手段は、前記内釜内に食品が収容されている場合には、その食
品の温度を検知し、
　前記制御手段は、その検知結果を前記加熱手段の制御に利用する
　ことを特徴とする請求項１～請求項１７のいずれかに記載の炊飯器。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内釜に塗装が施された炊飯器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の炊飯器においては、米及び水が収容され、加熱及び炊飯に使用する内釜に対して
、その内表面にフッ素を含有した塗料が塗装されること等により、炊飯後の米のこびりつ
き等が抑制される効果があるが、その塗装はがれの抑制のために、塗装の定着性や剥離強
度に対する技術開発が行われている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平０９－１２２０１１号公報（第２頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　背景技術の記述のとおり、内釜の内表面の塗装は炊飯後の米のこびりつき等を抑制する
効果を持つとともに、内釜を保護する効果を持っている。しかしながら、炊飯時には使用
者が米を研ぐ作業が必要であり、使用者によっては内釜を利用して研米する実態や、内釜
を使用する度に清掃する実態があり、その研米方法、清掃方法及び頻度は使用者により異
なる。製造者は研米や清掃にも耐えうる十分な強度や膜厚を確保する条件でコーティング
を実施しているが、一方で使用者が１日に数回に渡って研米、炊飯及び清掃を長年繰り返
したり、金属タワシ等の硬度の高い洗浄部材で内釜の内部を清掃したり、製造時における
塗装不均一等の不具合があった場合、意図しない塗装はがれ等が引き起こされ、使用者は
早期にそれを発見できない可能性があるという問題がある。
【０００５】
　また、製造者は食品衛生法等に照らし合わせて、十分安全性の高い塗料を用いているの
で、はがれた塗装が万が一、人体に侵入しても健康上の被害等を起こす可能性はないが、
塗装はがれは米飯の食味の低下を引き起こす可能性がある上に、使用者は食品でないもの
を食してしまった可能性があるという不安感や不快感を抱いてしまう問題がある。
　さらに、一旦塗装がはがれると、はがれた部分を基点に塗装がはがれる領域が大きくな
っていく傾向があるため、一旦塗装はがれ等の不具合が起きた場合には、使用者はそれを
できるだけ早く発見し、釜を取替える等の対策をしないと食味の低下や食した際の不安感
や不快感が繰り返されるという問題がある。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題点を解決するためになされたものであり、内釜の長期使用
によっておきやすい劣化、すなわち塗装はがれ等の異常により、米飯の食味が低下してし
まう可能性を少しでも抑制するために、炊飯器の内釜における塗装はがれ等の異常を炊飯
器自身により検知した上で、使用者に内釜の内表面の塗装状態が劣化していることを報知
し、内釜の使用停止及び交換を促すことを目的とする。ここで、報知とは、使用者に対し
て音声又は表示によって知らせることをいう。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る炊飯器は、食品が収容される内釜と、前記内釜が収容される開口部が設け
られた本体と、前記本体の開口部を開閉自在に覆う蓋と、加熱処理の設定や運転の入切を
操作する操作手段と、調理状態や受付操作内容を報知する報知手段と、前記内釜を加熱す
る加熱手段と、前記報知手段及び前記加熱手段を制御する制御手段と、前記蓋に取り付け
られ、前記内釜の内表面温度を検知する非接触型の温度検知手段とを備え、前記制御手段
は、前記内釜に食品が収容されていない状態で前記加熱手段を動作させた状態において、
前記非接触型の温度検知手段による前記内釜の内表面の検知温度が、予め設定された正常
温度領域から外れる場合には製品異常と判定し、前記報知手段は、その判定の結果を報知
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することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、炊飯器の内釜における塗装はがれ等の異常を炊飯器自身が検知した上
で、使用者に内釜の内表面の塗装状態が劣化していることを報知し、内釜の使用停止や交
換を促すことを可能としたため、塗装はがれ等の異常による食味の低下を引き起こす可能
性や食品でないものを食した可能性があるという不安感や不快感を緩和又は解消すること
が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態における炊飯器について説明する。なお、以降の各図面にお
いて同一符号の構成要素は同一のものとする。
【００１０】
　図１は本発明の実施の形態に係る炊飯器の外観斜視図であり、図２は本発明の実施の形
態に係る炊飯器の断面図である。
　炊飯器の本体１の中には、内装固着された内釜カバー２が設けられ、この内釜カバー２
の外壁部に電磁誘導加熱用の加熱コイル３が設けられている。そして、内釜カバー２の底
中央部に形成した孔部に貫通して内釜温度センサ４が設けられており、圧縮バネにより下
方から支持されている。加熱コイル３はスパイラル状に旋回されて直列に接続され、高周
波電流が供給される。この高周波電流の供給はインバータ回路５４（後述の図８参照）及
びそのインバータ回路５４を駆動制御する制御部５１（後述の図８参照）によって行われ
る。
【００１１】
　内釜５は、内釜カバー２に着脱自在に内装されており、加熱コイル３からの誘導電流を
受けて発熱する。この内釜５のフランジ部を下方から支持するために、内釜カバー２の上
方に支持ローラ６が複数設けられている。この支持ローラ６によって内釜５は係止される
。支持ローラ６の一つにはローラ駆動モータ１６が設けられ、その支持ローラ６の一つを
回転させることにより、内釜５を回転させることができる。内蓋７は、内釜５を覆い、そ
の周縁部に配置されたシール材である蓋パッキン８により内釜５のフランジ部との密閉性
が得られる。この内蓋７を覆い係止材１０で連結された外蓋９は、内蓋７とともに本体を
開閉する蓋を構成し、本体１に開閉自在に係止されている。内蓋７及び外蓋９を貫通して
蒸気口１１が設けられており、この蒸気口１１は、容器内弁及び外部弁によって構成され
ている。操作パネル１２は、外蓋９の一部に設けられており、使用者による設定等の操作
入力を受け付ける。
【００１２】
　外蓋９には非接触温度センサ１３が設けられており、例えばサーモパイル式の赤外線温
度センサで構成される。非接触温度センサ１３は、対象物の表面温度を計測することが可
能であるため、内釜５内に調理物がある場合にはその調理物の表面温度を検知し、内釜５
内に調理物がない場合には内釜５の内表面温度を検知する。内釜５内に調理物がある場合
には、制御部５１（後述の図８参照）は加熱コイル３からの熱量を制御し、調理物を最適
な状態に仕上げる。また、非接触温度センサ１３は検知素子１３ａ（後述の図５参照）が
８個設けられた複眼式のものであり、検知素子ごとに対象領域区分の赤外線量を検知する
ことが可能であり、その赤外線量を電圧に変換することで、内釜５の内表面を複数の領域
に区分してそれぞれの温度を検知することが可能である。
【００１３】
　内蓋７と外蓋９の間には蓋ヒータ１４が設けられており、例えばニクロム線等で構成さ
れ、内釜５に収容された調理物や内釜５を上部から加熱する。また、蓋ヒータ１４は、内
釜５の底面を加熱する加熱コイル３の出力と比較すると小さい出力のものであり、補助的
な加熱源として利用される。胴ヒータ１５は内釜カバー２の側面の外側に設けられており
、例えばニクロム線等で構成され、内釜５に収容された調理物や内釜５を上部から加熱す
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る。蓋ヒータ１４と同様に、補助的な加熱源であるが、内釜５との距離が近いため、蓋ヒ
ータ１４と比較して内釜５及び調理物を加熱する効果は高い。
【００１４】
　次に、図２を用いて、本実施の形態の動作について説明する。炊飯前の準備として、使
用者は、十分に米を研ぎ、米ぬかを洗い落とした後に水とともに炊飯器に収納する。一般
に内釜５に米を収納した状態での研米は内釜５における内釜表面塗装５ａ（後述の図３参
照）の劣化を助長するため、製造者としては別途研米容器等を使用して研米することを推
奨しているが、使用実態としては、内釜５に米を収納した状態での研米が実施されるケー
スが多い。研米後、外蓋９が開けられ、所定量の米と水が内釜５内に収納された後、内釜
５が内釜カバー２に載置され、外蓋９が閉められると、内蓋７の周縁部に配置された蓋パ
ッキン８が内釜５のフランジ部に圧接されて内釜５は密閉シールされる。操作パネル１２
から炊飯工程スイッチがオンされると炊飯工程が開始する。
【００１５】
　加熱コイル３には、インバータ回路５４（後述の図８参照）から高周波電流が供給され
、高周波磁界が発生し、加熱コイル３と磁気結合した内釜５の加熱コイル対向面が励磁さ
れ、容器底面に渦電流が誘起される。この渦電流と内釜５の持つ抵抗によりジュール熱が
生じ、内釜５の底面が発熱して内釜５内に収納された米への加熱が行われる。また、内釜
５及び炊飯される米へのムラのない加熱を目的に、蓋ヒータ１４及び胴ヒータ１５からも
内釜５及び米は加熱される。
　内釜５内に収納された米及び水は加熱され、適度に水を吸収した米は加熱による糊化等
を経て米飯として仕上がる。内釜５は炊飯がなされる度に清掃されるため、使用者により
水及び洗剤等が利用され洗浄される。この際も後述する内釜表面塗装５ａが劣化しないよ
う、やわらかいスポンジ等が利用され洗浄されることが望ましいが、使用者の意図にかか
わらず、固い洗浄用具等が用いられるケースがあり、後述する内釜表面塗装５ａのはがれ
の原因となる。
【００１６】
　図３は図２におけるＡ部を示す内釜５の断面拡大図であり、塗装はがれの様子も合わせ
て示してある。内釜５における内釜基材５ｂは、異種金属が積層されたクラッド材にて構
成されるのが一般的であり、誘導加熱により発熱される最外層はＳＵＳ４３０等の磁性金
属にて構成され、最内層や中間層は熱伝導率の高いアルミニウム等で構成される。内釜５
の最内層には、調理物が付着しにくいよう、フッ素含有の内釜表面塗装５ａで構成されて
いる。
　塗装はがれ部分１８は塗装がはがれた部分で、研米作業や清掃作業等が繰り返されると
、内釜表面塗装５ａが一部脱落する現象によって生じたものである。塗装はがれが内釜基
材５ｂに達すると、内釜基材５ｂの最内層表面、すなわちアルミニウム層が表面に見える
状態となる。
　破線にて示される検知領域区分１９ａ、１９ｂは、図２にて説明した非接触温度センサ
１３による温度検知の領域区分である。図３で示す例では検知領域区分１９ａは、塗装は
がれを起こしていない領域の温度を検知しており、検知領域区分１９ｂは塗装はがれを起
こしている領域の温度を検知している。
【００１７】
　ところで非接触温度センサ１３は、検知領域における赤外線量を検知することで、内表
面温度に変換して信号を発生するものである。検知領域の表面から発生する赤外線量は、
その表面の温度とその放射率から決まる。周囲温度がほぼ一定の環境下においては、内表
面温度が同等であった場合、放射率に比例して、非接触温度センサ１３にて検知する赤外
線量は増加する。
【００１８】
　通常、内釜５の内釜表面塗装５ａには放射率が高い塗装が施されており、標準黒体を１
とした場合の放射率はおよそ０．８～０．９である。一方で、内釜５の基材となるアルミ
ニウム等では、その表面状態により異なるが、その放射率は０．１～０．２程度である。
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したがって、検知領域外の他面からの赤外線の反射を加味したとしても、加熱コイル３等
で加熱された内釜５は、略同一温度の表面であっても、内釜表面塗装５ａの有無により、
非接触温度センサ１３による赤外線検知量が大きく異なる。
【００１９】
　図４は非接触温度センサ１３によって、内釜５の内表面温度が検知された際の検知温度
推移グラフの一例である。図３で示した検知領域区分１９ａ、すなわち塗装はがれがない
部分と比較して、検知領域区分１９ｂ、すなわち塗装はがれがある部分では、実施の内表
面温度は同等であるが、アルミが露出することにより、表面の放射率が小さくなることか
ら、結果として非接触温度センサ１３が検知できる赤外線量が小さくなるため、検知信号
としては、低温として判断される。判定時間t1において、事前に設定済の正常温度領域を
定めた場合、非接触温度センサ１３がその正常温度領域から外れた温度を検知した場合に
は、内釜表面塗装５ａのはがれがあると推察できる。なお、非接触温度センサ１３は検知
領域の赤外線量からその領域の平均温度を検知するため、塗装はがれが大きいほど温度降
下は大きくなる。
【００２０】
　図５は図２のＢ部で示す非接触温度センサ１３の周辺を示す要部断面図である。検知素
子１３ａは複数設けられており、その素子ごとに領域を領域区分に分割して赤外線量を検
知する。
　図６は非接触温度センサ１３の温度検知領域を示す内釜５の斜視図である。図６の例で
は８素子あるため、領域を８領域区分に分けて各々の赤外線量の検知が可能である。非接
触温度センサ１３を可動式とするために、その上部にセンサ駆動モータ２０が設けられて
おり、紙面に垂直な方向には伝達軸２０ａが設けられており、センサ駆動モータ２０の回
転により、非接触温度センサ１３は左右に動く、すなわち首振り動作が可能となる。
【００２１】
　以上の構成により、非接触温度センサ１３が首振り動作をすることで、その温度検知方
向を変化させることができるので、内釜５の内表面の広い範囲を検知することが可能であ
る。また、図６における内釜５の内表面における検知領域１９で示されるように、８分割
された領域区分で温度検知が可能となるため、内釜５における深さ方向において、どの領
域に塗装はがれがあるのかについて判別が可能となる。そして、図２にて示した支持ロー
ラ６がローラ駆動モータ１６によって回転させられることにより、内釜５が回転するため
、検知領域１９が固定された状態においても、内釜５の内表面全域における温度検知が可
能となる。
【００２２】
　図７は非接触温度センサ１３によって、内釜５の内表面温度が検知された際の検知温度
推移グラフの別の一例である。
　図７で示されるとおり、加熱コイル３により、内釜５が加熱されながら、ローラ駆動モ
ータ１６による定速駆動によって内釜５が回転させられるとともに、非接触温度センサ１
３は内釜５の内表面の温度を経時的に検知する。制御部５１（後述の図８参照）は、非接
触温度センサ１３を介して取得した温度が前述した放射率の低下により、あらかじめ設定
した正常温度領域を下回った点、すなわちt5の領域で塗装はがれがあるとして判定し、計
測されたモータ駆動時間から塗装はがれが疑われる部分の回転角度を算出して記憶し、内
釜５が３６０°回転した後、塗装はがれが疑われる部分が使用者の正面に来る位置まで内
釜５が回転したところで、内釜５の回転が停止するとともに、報知部５３（後述の図８参
照）によって内釜５に塗装はがれが発生していることが使用者に報知される。
　なお、内釜５の加熱動作を先行させ、温度が十分安定してから内釜５の回転及び温度検
知を行う順序とすればより精度の高い温度検知も可能である。また、加熱源は加熱コイル
３に限らず、蓋ヒータ１４あるいは胴ヒータ１５が用いられても温度検知は基本的に同一
の方法で行うことができる。また、前述のように内釜５の塗装はがれが疑われる部分の場
所は算出されているので、どの内釜５の内表面のどの部分で塗装はがれの発生が疑われる
かが報知部５３（後述の図８参照）によって直接報知される構成としてもよい。
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【００２３】
　以上の構成により、ローラ駆動モータ１６による内釜５の回転における回転時間あるい
は回転角度と内釜５の内表面温度の計測結果が同期されることによって、塗装はがれが内
釜５の内表面のどの部分で生じているかを検知できる。そして、塗装はがれの発生が疑わ
れる部分が使用者の正面に来る位置まで回転移動、あるいは、その部分の位置が使用者に
報知されることによって、使用者は、塗装はがれが発生している部分をいち早く発見する
ことができる。
【００２４】
　図８は本発明の実施の形態に係る炊飯器の制御構成を示すブロック図である。内釜５の
内表面温度を検知する非接触温度センサ１３、内釜５に接触してその実温度を検知する内
釜温度センサ４、及び使用者の操作を受け付ける操作パネル１２が制御部５１の入力側に
接続されている。制御部５１には、各種データを読み出し、あるいは、書き込むためのメ
モリ５２が接続されている。また、制御部５１の出力側には、塗装はがれ等を使用者に報
知する報知部５３が接続されている。同様に、制御部５１の出力側には、インバータ回路
５４、蓋ヒータ駆動回路５５及び胴ヒータ駆動回路５６が接続されている。インバータ回
路５４の出力側には、内釜５を誘導加熱する加熱コイル３が接続されている。蓋ヒータ駆
動回路５５の出力側には、内釜５を上部から加熱する蓋ヒータ１４が接続されている。そ
して、胴ヒータ駆動回路５６の出力側には、内釜５を上部から加熱する胴ヒータ１５が接
続されている。さらに、制御部５１の出力側には、ローラ駆動モータ駆動回路５７及びセ
ンサ駆動モータ駆動回路５８が接続されている。ローラ駆動モータ駆動回路５７の出力側
には、支持ローラ６を回転させるローラ駆動モータ１６が接続されている。そして、セン
サ駆動モータ駆動回路５８の出力側には、非接触温度センサ１３を首振り動作させるセン
サ駆動モータ２０が接続されている。
【００２５】
　図９ははがれ検査の実行タイミングを設定するためのはがれ検査実施設定のフローチャ
ートである。使用者は、はがれ検査のための温度検知を実行する前に、操作パネル１２を
介して、事前にはがれ検査実施設定（S11）を実施する。使用者は、操作パネル１２を操
作し、制御部５１は、その操作信号に基づいて塗装はがれ検査を定期的に実施させるか否
かを選択し（S12）、例えば月１回等定期的に検査をしたい場合には、定期検査モード（S
14）を選択し、それと同時に、定期検査の頻度やタイミングを設定し（S15）、定期検査
が必要ない場合には手動検査モード（S13）を選択する。いずれのモードが選ばれたかは
メモリ５２内の所定のデータエリアに記憶される（S16、S33）。手動検査モード（S13）
が選択された場合には、使用者は任意のタイミングで、操作パネル１２を介して、はがれ
検査を実行させる。
【００２６】
　図１０ははがれ検査における正常温度領域を選択するための正常温度領域設定のフロー
チャートである。使用者は、はがれ検査のための温度検知を実行する前に、操作パネル１
２を介して、事前に正常温度領域設定（S21）のモード選択を実施する。正常温度領域設
定（S21）では、内釜５の温度を接触状態で計測する内釜温度センサ４の温度推移に基づ
いて定めたものが正常温度領域として利用される内釜温度逐次参照モード（S22、S23）、
製造初期からメモリ５２に設定済みのデータが正常温度領域として利用される内部温度参
照モード（S24、S25）、そして、非接触温度センサ１３によって新たに温度が検知しなお
され、その検知温度が正常温度領域として設定され利用される新規正常温度参照モード（
S26、S27）が選択される。いずれの正常温度領域設定が選ばれたかはメモリ５２内の所定
のデータエリアに記憶される（S28、S35）。
【００２７】
　図１１ははがれ検査のフローチャートである。はがれ検査開始（S31）の際、制御部５
１は、メモリ５２内のはがれ検査実施設定（S32、S33）と正常温度領域設定（S34、S35）
を参照するとともに、内釜５の内表面温度を計測するため、使用者に対し米・水等の内容
物が内釜５の内部にないようにするように報知部５３によって報知させ（S36）、図７の
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説明に記述したように、内釜５の加熱、内釜５の回転及び温度検知をスタートする（S37
）。このとき、制御部５１は、内釜５を加熱する動作モードである内釜加熱モードを実行
する。その内釜加熱モードにおいて、制御部５１は、インバータ回路５４に制御信号を出
力し、その信号を受信したインバータ回路５４は、その制御信号に従い加熱コイル３によ
って内釜５を誘導加熱する。また、制御部５１は、ローラ駆動モータ駆動回路５７に制御
信号を出力し、ローラ駆動モータ駆動回路５７は、その制御信号に従いローラ駆動モータ
１６を回転させることにより内釜５を回転させる。そして、制御部５１は、センサ駆動モ
ータ駆動回路５８に制御信号を出力し、センサ駆動モータ駆動回路５８によってセンサ駆
動モータ２０を動作させることによって、非接触温度センサ１３を介して内釜５の内表面
全域の温度を取得する。正常温度領域設定（S21）のモードとして、内釜温度逐次参照モ
ードが選ばれていた場合（S38）、制御部５１は、内釜温度センサ４を介して、内釜５の
温度をリアルタイムで取得する（S39）とともに、内釜５の温度を中心とした正常温度領
域を設定する（S40）。接触型の内釜温度センサ４は内釜５の実温度を検知することが可
能であるため、内釜５の実温度と非接触温度センサ１３により検知される温度との差を比
較することが可能となる。正常温度領域設定（S21）のいずれのモードが選択されていて
も、制御部５１は、非接触温度センサ１３により検知した温度が正常温度領域の範囲内か
範囲外かをチェックし（S41）、範囲外の場合には検知領域及び検知領域区分を特定でき
るよう、複数設置された検知素子１３ａの内どれが検知したのかと内釜５の回転角度又は
回転時間により求められる塗装はがれの回転位置情報をメモリ５２内の所定のデータエリ
アに記憶する（S42）。そして、制御部５１は、内釜５の全周３６０°の非接触温度セン
サ１３による温度検知を終了し（S43）、内釜５の加熱、内釜５の回転及び温度検知を終
了させ（S44）、使用者に塗装はがれの有無と、有りの場合には塗装はがれの位置を報知
する（S45）。報知の方法は操作パネル１２上の表示装置を用いてもよいし、音声ガイド
等の装置を設けてもよい。以上をもってはがれ検査は終了となる（S46）。
【００２８】
　以上の構成により、非接触温度センサ１３による内釜５の内表面の温度検知により、塗
装はがれが検知及び報知されることによって、使用者は塗装はがれの発生を知ることがで
きる。また、塗装はがれが検知され、使用者に対して報知されることで、塗装はがれによ
る米飯の食味の低下が引き起こされることが防止され、食品でないものを食した可能性が
あるという使用者の不安感や不快感が緩和又は解消される。また、塗装はがれが使用者に
報知されることで、内釜５の取り替えが促されることになり、前述の塗装はがれによる米
飯の食味の低下や使用者の不安感や不快感が生じることが繰り返されることが防止できる
。また、はがれ検査が定期的に自動で行われる定期検査モードが選択されることによって
、内釜５の内表面の塗装はがれがより早期に検知されることが可能となる。そして、はが
れ検査として複数のモードが設けられ、それらの複数のモードから使用者によって任意に
選択されることが可能であることによって、より適切に塗装はがれの検知が可能となる。
【００２９】
　なお、塗装はがれの検知にあたっては、正常温度領域はマイナス側のみに設定されても
よいが、炊飯器においてそれ以外の不具合、例えば、なんらかの意図しない異常発熱等も
考慮に入れ、プラス側も領域として設定されることが望ましい。
　また、前述の新規正常温度参照モード（S26、S27）のモード選択において、使用者によ
る選択操作の度に、正常温度領域の設定のための非接触温度センサ１３による温度の検知
動作が起動されなくてもよく、任意のタイミングで使用者によって起動させることが可能
とする構成としてもよい。
　また、図１１の説明において、内釜５の加熱のために制御部５１が実行する内釜加熱モ
ードとして、加熱コイル３によるものではなく、制御部５１から、蓋ヒータ駆動回路５５
に制御信号が出力され、蓋ヒータ駆動回路５５が、その制御信号に従い蓋ヒータ１４によ
って内釜５を加熱する内釜加熱モードを構成してもよい。あるいは、制御部５１から、胴
ヒータ駆動回路５６に制御信号が出力され、胴ヒータ駆動回路５６が、その制御信号に従
い胴ヒータ１５によって内釜５を加熱する内釜加熱モードを構成してもよい。



(10) JP 2010-11951 A 2010.1.21

10

20

30

　また、同様に図１１の説明において、正常温度領域の範囲外となった部分の内釜５の回
転角度がメモリ５２に記憶されているので（S42）、制御部５１は、内釜５の加熱、内釜
５の回転及び温度検知を終了後（S44）、ローラ駆動モータ駆動回路５７を介してローラ
駆動モータ１６を回転させることにより、その部分が使用者の正面に来る位置まで、内釜
５を回転させて停止させ、報知部５３にその旨を報知させる構成としてもよい。
　また、非接触温度センサ１３は炊飯実施中の米・水温度の検知に利用するのをなんら制
限される発案ではないことを付け加えておく。一例を挙げれば、非接触温度センサ１３に
より、水や米の初期温度が検知されることで、加熱量が増減される等、炊飯の加熱制御に
対するフィードバックは可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施の形態を示す炊飯器の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態を示す炊飯器の断面図である。
【図３】本発明の実施の形態を示す炊飯器の内釜の一部を示す断面拡大図である。
【図４】本発明の実施の形態を示す炊飯器の内釜の内表面温度の温度推移グラフの一例で
ある。
【図５】本発明の実施の形態を示す炊飯器の非接触温度センサ周辺の要部断面図である。
【図６】本発明の実施の形態を示す炊飯器の温度検知領域を示す内釜の斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態を示す炊飯器の内釜の内表面温度の温度推移グラフの別の一
例である。
【図８】本発明の実施の形態を示す炊飯器の制御構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の実施の形態を示す炊飯器のはがれ検査の実行タイミングを設定するため
のはがれ検査実施設定のフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態を示す炊飯器のはがれ検査における正常温度領域を選択す
るための正常温度領域設定のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態を示す炊飯器のはがれ検査のフローチャートである。
【符号の説明】
【００３１】
　１　本体、２　内釜カバー、３　加熱コイル、４　内釜温度センサ、５　内釜、５ａ　
内釜表面塗装、５ｂ　内釜基材、６　支持ローラ、７　内蓋、８　蓋パッキン、９　外蓋
、１０　係止材、１１　蒸気口、１２　操作パネル、１３　非接触温度センサ、１３ａ　
検知素子、１４　蓋ヒータ、１５　胴ヒータ、１６　ローラ駆動モータ、１８　塗装はが
れ部分、１９　検知領域、１９ａ、１９ｂ　検知領域区分、２０　センサ駆動モータ、２
０ａ　伝達軸、５１　制御部、５２　メモリ、５３　報知部、５４　インバータ回路、５
５　蓋ヒータ駆動回路、５６　胴ヒータ駆動回路、５７　ローラ駆動モータ駆動回路、５
８　センサ駆動モータ駆動回路。
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